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厚生労働科学研究費補助金
第３次対がん総合戦略研究事業

「地域がん登録の法的倫理的
環境整備に関する研究」

はじめに

丸山英二
（神戸大学大学院法学研究科）
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研究の視点
◆本研究の目的は，「特定の人口集団におけるがん患者のすべ

てを把握し，罹患から治癒もしくは死亡に至る全経過の情報を

集め，保管，整理，解析すること」と定義される地域がん登録

について，精度向上の観点と，個人情報保護やインフォーム

ド・コンセントの理念などの法的倫理的観点から，そのあり方

を指針のかたちで提示することによって，国民の理解と信頼の

もとで実施されるがん登録事業を推進することである。

◆その目的のために，わが国のがん登録の実情を調査するとと

もに，海外の主要国のがん登録事業および国際がん登録協

議会（ＩＡＣＲ）の実態・活動を把握し，それらについて法律，生

命倫理の観点から検討する。
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研究班メンバー

◆主任研究者

丸山英二（神戸大学大学院法学研究科・教授） 英米法

◆分担研究者

甲斐克則（早稲田大学大学院法務研究科・教授） 刑法

寺沢知子（摂南大学法学部・教授） 民法

山下 登（神戸学院大学法学部・教授） 民法

田中英夫（大阪府立成人病センター調査部･参事） 公衆衛生学

掛江直子（国立成育医療センター研究所

成育政策科学研究部） 生命倫理学

松田智大（国立保健医療科学院疫学部・研究員） 疫学

増成直美 （財団法人放射線影響研究所・研究助手） 薬剤疫学

旗手俊彦（札幌医科大学医学部医学科・助教授） 法哲学
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個人情報保護についての海外の動向
1970年西独ヘッセン州データ保護法，1973年スウェーデン・データ
法を嚆矢とする欧米諸国の個人情報保護法制整備。

1977年西ドイツ連邦データ保護法、1978年フランス情報処理法
1980年のOECD理事会勧告
1984年イギリスデータ保護法。
1995年のＥＵ（欧州連合）指令95/46号〔個人データ処理に係る個人
の保護及び当該データの自由な移動に関する欧州議会及び理
事会の指令〕

①保護の内容を標準化し，加盟国に国内法制をその水準へ適合さ
せることを求めた。

②「加盟国は、個人データの第三国への移転は、当該第三国が十
分な水準の保護を確保している場合に限って行うことができる」
とする指令25条1項を通して，ＥＵに関係する諸国にも同様の体
制整備を求めた。
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結びに代えて

本年度は，諸外国の法制度を検討することによって，Ｅ

Ｕ指令以降の個人情報保護法制とがん登録法との関係

のあり方について，各国の特色を理解することに努め

た。今後もより多くの国について同様の作業を続ける

とともに，得られた知見を通して，わが国の社会や法

に適したがん登録法制を検討したい。
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